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資料番号 34-3 担当課 
環境・ゼロカー

ボン推進課 

法令名 土壌汚染対策法 根拠条項 
第５条第１

項 

不利益処

分の種類 

土壌汚染による健康被害が生

ずるおそれがある土地の調査

命令 

土壌汚染対策法（平成十四年法律第五十三号） 

（土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査） 

第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び第八項並びに前条第二項及び第三項本文に規定す

るもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがある

ものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところによ

り、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指

定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきこ

とを命ずることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告（以

下この項において「調査等」という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査

等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認

められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合において、

相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当

該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

 

土壌汚染対策法施行令（平成十四年政令第三百三十六号） 

（土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準） 

第三条 法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 

一 次のいずれかに該当すること。 

イ 当該土地の土壌の特定有害物質（法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同

じ。）による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり、当該土壌

の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の

汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地

にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。 

ロ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しな

いおそれがあり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める

限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の

土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。 

ハ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は

適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地（工

場又は事業場の敷地のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以

外の者が立ち入ることができない土地を除く。第五条第一号ロにおいて同じ。）であること。 

二 次のいずれにも該当しないこと。 

イ 法第七条第四項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置（法第六条第一項に

規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。）が講じられていること。 

ロ 鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第二条第二項本文に規定する鉱山（以下この号

において「鉱山」という。）若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の

消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地であること。 



 

土壌汚染対策法施行規則（平成十四年環境省令第二十九号） 

（土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準） 

第二十八条 令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、土壌溶出量基準とする。 

２ 令第三条第一号ハの環境省令で定める基準は、土壌含有量基準とする。 

 

（地下水の水質の汚濁に係る限度） 

第二十九条 令第三条第一号イの環境省令で定める限度は、地下水基準とする。 

 

（地下水の利用状況等に係る要件） 

第三十条 令第三条第一号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水

汚染（地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以

下同じ。）が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次の

各号のいずれかの地点があることとする。 

一 地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、

揚水機の取水口その他の地下水の取水口 

二 地下水を水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項に規定する水道事業（同条

第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを

除く。）、同条第四項に規定する水道用水供給事業若しくは同条第六項に規定する専用水道のた

めの原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口 

三 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第四十条第一項の都道府県地域防災計

画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸

のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口 

四 地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条

件についての環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項の基準が確保されない水

質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点 

 

第一条  

  〔中略〕 

２ 法第三条第一項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行

うものとする。 

〔中略〕 

三 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物

質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質（法第二条第

一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。）の種類その他の土壌汚染状況調査（同条第

二項に規定する土壌汚染状況調査をいう。以下同じ。）の対象となる土地（以下「土壌汚染状

況調査の対象地」という。）において土壌の汚染状態が第三十一条第一項の基準（以下「土壌

溶出量基準」という。）又は同条第二項の基準（以下「土壌含有量基準」という。）に適合して

いないおそれがある特定有害物質の種類 

〔略〕 

 

（第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等） 

第七条 調査実施者は、第四条第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査に

おいて気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採取等対

象物質が別表第二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ

る基準（以下「地下水基準」という。）に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む三

十メートル格子内にある一部対象区画（試料採取等区画であるものを除く。）において、土壌ガ

ス調査を行うものとする。 

  〔略〕 



 

（区域の指定に係る基準） 

第三十一条 法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出

する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定

める方法により測定した結果が、別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。 

２ 法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関

するものは、特定有害物質の量を第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結

果が、別表第五の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる

要件に該当することとする。 

 

別表第二 

特定有害物質の種類 地下水基準 

カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下である

こと。 

六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下である

こと。 

クロロエチレン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 

二―クロロ―四・六―ビス（エチ

ルアミノ）―一・三・五―トリア

ジン（以下「シマジン」という。） 

一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 

シアン化合物 シアンが検出されないこと。 

Ｎ・Ｎ―ジエチルチオカルバミン

酸Ｓ―四―クロロベンジル（以下

「チオベンカルブ」という。） 

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 

四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 

一・二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。 

一・一―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 

一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 

一・三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 

ジクロロメタン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 

水銀及びその化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、

かつ、アルキル水銀が検出されないこと。 

セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であるこ

と。 

テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 



テトラメチルチウラムジスルフィ

ド（以下「チウラム」という。） 

一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 

一・一・一―トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 

一・一・二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 

トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 

鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。 

砒（ひ）素及びその化合物 一リットルにつき砒（ひ）素〇・〇一ミリグラム以下である

こと。 

ふっ素及びその化合物 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。 

ベンゼン 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 

ほう素及びその化合物 一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。 

有機りん化合物（パラチオン、メ

チルパラチオン、メチルジメトン

及びＥＰＮに限る。以下同じ。） 

検出されないこと。 

 

別表第四（第三十一条第一項関係） 

特定有害物質の種類 要件 

カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下である

こと。 

六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下である

こと。 

クロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 

シマジン 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。 

チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 

四塩化炭素 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 

一・二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。 

一・一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 

一・二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 

一・三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 

ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 

水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、

かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 



セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 

チウラム 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 

一・一・一―トリクロロエ

タン 

検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 

一・一・二―トリクロロエ

タン 

検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 

トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 

鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。 

砒（ひ）素及びその化合物 検液一リットルにつき砒（ひ）素〇・〇一ミリグラム以下である

こと。 

ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。 

ベンゼン 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 

ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 

有機りん化合物 検液中に検出されないこと。 

 

別表第五（第三十一条第二項関係） 

特定有害物質の種類 要件 

カドミウム及びその化合物 土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下である

こと。 

六価クロム化合物 土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であ

ること。 

シアン化合物 土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であるこ

と。 

水銀及びその化合物 土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。 

セレン及びその化合物 土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であるこ

と。 

鉛及びその化合物 土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。 

砒（ひ）素及びその化合物 土壌一キログラムにつき砒（ひ）素百五十ミリグラム以下である

こと。 

ふっ素及びその化合物 土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。 

ほう素及びその化合物 土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。 
 

 


